
　マンションの排水管は通常、共用
部分とされ、管理組合が管理しま
す。実際には、清掃業者に委託して
清掃が実施される場合が多いもの

と考えられます。
　しかし、排水管は共用部分であるパイプス
ペースから区分所有される個々の住戸の中に延
びていますので、清掃業者が個々の住戸に立ち
入って作業を行う必要があり、住人によっては
さまざまな事情から協力をしてくれず、ご相談
のような事態が生じる場合があります。
　そこでまず、住人（正確には区分所有者〈賃借
人が居住している場合も含む〉。以下、住人）が協
力しやすい環境を整えることが必要になりま
す。例えば、清掃作業の日程を十分に余裕をもっ
て案内し、それでも都合の悪い場合には日程の
変更に応じるようにするということが考えられ
ます。
　ご相談の場合、既に管理組合から協力要請を
してもらったということですので、日程の調整
などで協力してもらう努力は尽くしたものと考
えることにします。
　そうすると、より強力な方法を考える必要が
生じます。排水設備の清掃を怠っていると、排水
管に詰まりが生じたりして、マンションの排水
設備全体に悪影響を及ぼし、共同住宅としての
機能を損なう可能性があるからです。
　ここで必要なのは、管理組合規約の規定の確

認です。通常、管理組合規約には、共用部分の管
理を管理組合が行うこと、そのために専有部分
や専用使用部分に立ち入ることを請求すること
ができること、住人は管理組合の行う管理業務
に協力しなければならないことなどが定められ
ています（国土交通省作成のマンション標準管
理規約など）。このような定めがなければ、ご相
談のような場合に協力しない住人に強く対応す
ることができないからです。
　そこで、このような個々の組合員による協力
に関する規定（以下、協力規定）が管理組合規約
に定められているかを確認することが第一に必
要になります。
　次に、管理組合規約に協力規定があることが
確認できた場合には、協力規定に基づき、協力を
しない住人（賃借人が居住の場合は賃貸をして
いる区分所有者）に対し、管理組合の理事長名で
協力を求める書面を送ることが考えられます。
この書面は、内容証明とすることが効果的です。
　さらに、それでも協力が得られない場合、訴訟
を提起して協力義務があることの確認を裁判所
に請求することが考えられますし、非協力によ
り損害が発生した場合には、その賠償を求める
こともできます。
　もっとも、マンション全体の円満な運営のた
めには、訴訟に至る前に、総会決議で協力を求め
るといった手段をとることも考えたほうがよい
でしょう。

　居住するマンションでは、定期的に全戸対象の排水管清掃をしてい
ますが、上の階の住人は何年も清掃をしていません。管理組合から協
力要請をしてもらいましたが応じません。今後どのような対応が考え
られますか?
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